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文 教 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２７年９月９日（水）午前１０時    開会 

              午前１０時３７分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 安 藤  薫 副委員長 大澤千恵子   委  員 東 久美子 

  委  員 南 野 直 司 委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正     教育長 箸尾谷知也 

  教育総務部長 山本和憲   総務課長 溝口哲也 

  次世代育成部長 前馬晋策 同部参事兼こども教育課長 小林寿弘 

  

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 橋本英樹 同局書記 渡部真也 

 

１．審査案件 

  議案第５４号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第２号）所管分 

  議案第５８号 財産の無償譲渡の件 

議案第４８号  
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（午前１０時 開会） 

○安藤薫委員長 おはようございます。 

 ただいまから、文教常任委員会を開会し

ます。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 台風の接近ということで、足元のお悪い

中、また何かとお忙しいところ、文教常任

委員会をお持ちいただきまして大変あり

がとうございます。 

 本日は、先日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

くわけですけれども、何とぞ慎重審査の上、

ご可決いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

 一旦退席させていただきます。 

○安藤薫委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、大澤委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、先に議案第

５４号所管分の審査を行い、次に議案第５

８号の審査を行うことに異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 それでは、議案第５４号所管分の審査を

行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は挙手願います。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 おはようございます。 

 学校給食の調理業務の委託につきまし

て、少しお聞かせいただきたいと思います

が、まず単純にこの中身について一度お聞

かせいただきたいと思います。 

 それと、今回第３回の定例会におきまし

て、９月でありますけれども、この債務負

担の議案が上がってきてるわけですね。当

然ながら、事務局とされましたらその一連

のタイムスケジュールを持ちながらこれ

を、今回上げてこられたと。６月でもなく

１２月でもなく９月に上げてこられたと

いうことになるわけなんですが、今後の、

これは仮の話になってしまいますけれど

も、この定例会で可決がされたとした場合

に、今後どのようなタイムスケジュールで

平成２８年度からの委託というものを考

えておられるのか、その点につきましても

お聞かせいただきたいと思います。 

○安藤薫委員長 溝口総務課長。 

○溝口総務課長 それでは、嶋野委員から

のご質問にご答弁させていただきます。 

 まず、今回の債務負担行為で上げさせて

いただきました学校給食調理業務等委託

事業についての債務負担でございますが、

こちらにつきましては現在、鳥飼西小学校、

鳥飼北小学校、味舌小学校、３校におきま

して調理業務を民間委託しておるもので

ございます。こちらが平成２５年度から平

成２７年度までの３年間の契約期間で実

施してまいりまして、今回期間満了を迎え

るということで、改めてこの３校につきま

して引き続き３年間の契約期間を想定い

たしまして、債務負担行為を上げさせてい

ただくものでございます。 

 金額につきまして、平成２８年度から平

成３０年度までで合計１億８，１００万円

の上限額で上程させていただいておりま

す。内訳につきましては、平成２８年度が
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５，９００万円、平成２９年度、平成３０

年度がそれぞれ６，１００万円となってお

ります。こちらにつきましては、今後の消

費税増税分額を見越しまして、現在の契約

しておる額等に加算した分で考慮いたし

まして、この金額を試算させていただいて

おります。 

 次に、今回９月に債務負担を上程した理

由ということですけれども、今後のタイム

スケジュールとあわせましてご答弁させ

ていただきます。今回のこの議会におきま

して、補正予算案を可決いただきましたら、

事務手続に入らせていただきたいと思っ

ております。前回もそのような形でさせて

いただいているんですけれども、今後も、

単に金額だけで決めるという方式ではな

くて、それぞれ業者から提案をいただいて

審査をさせていただくプロポーザル方式

での選考を予定しております。まず、この

議会で可決をいただいた後、１１月に業者

説明会を予定させていただいております。

その後、１２月から年明け１月にかけてプ

ロポーザルの選考を実施させていただく

予定であります。１次選考、２次選考とい

う形で、１次につきましては書類審査、２

次につきましては業者の方に直接お越し

いただきまして、ヒアリングを実施させて

いただく予定でございます。その選考が終

わりましたら、契約行為に移らせていただ

く予定でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 この議案が可決され

たという仮定の話でありますけれども、１

１月から説明会をされて、プロポーザルで

の選考ですね、２次にわたってされるとい

うことになるんですよね。そうなった場合

に、今、現に３校の給食の調理業務を請け

負っておられる業者の方がおられるわけ

ですよね。仮にプロポーザルの結果として、

そこが変わっていくとなると、継続するよ

りも混乱とは言いませんけれども、いろい

ろと気を使うところは増えてくるのかな

というように思っております。当然、そう

いったところも考慮されて、今後一体どの

業者がいいのかといったことについても、

選考されていくのかなというように思っ

ておりますが、その点について一度ご確認

をさせていただきたいと思います。 

 それと、その選考なんですけれども、実

際どういった方がその選考に当たられる

のか、議案は違いますけれども、正雀保育

所の民営化のときには、実際に今、保育所

に通っておられる方の保護者もその選考

に携わってこられたということがあった

わけですよね。この小学校の給食の調理委

託ということについては、初めてではあり

ませんけれども、今後どういった形で選考

が進んでいくのか、人選ということについ

て改めてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○安藤薫委員長 溝口総務課長。 

○溝口総務課長 今後、プロポーザル方式

で選考していくにあたって、今、現在実施

させていただいております鳥飼西小学校、

鳥飼北小学校、味舌小学校、そちらの業者

さんも我々の想定になりますが、引き続い

てこちらのほうに参加していただけるも

のと考えております。当然、これまでの実

績等もございます。その中で、当然プロポ

ーザル方式、公平・公正に審査をさせてい

ただくわけですけれども、これまで積み上

げてきていただいている実績等も考慮し

ながら、一方でまた新たに参入してこられ

る業者にとっても、不利にならないような

形で実施させていただく予定でございま
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す。委員がおっしゃっていただいてるよう

に、新たな業者に変わるとなると、これま

でのノウハウ等、積み上げが一からという

ことにもなろうかと思います。一方で、業

者が長年に渡り続くということになれば、

独占化というような疑念も生じるわけで

ございますので、そのようなことがないよ

うに公正・公平に審査をしてまいりたいと

考えております。 

 また、選考委員につきましては、まず教

育委員会事務局から教育総務部長を初め、

私も委員に入る予定でございます。また、

専門的な視点から見ていただくというこ

とで、学校の栄養教諭、本市の栄養士、あ

と学校給食会の会長にも入っていただく

予定で考えております。 

○安藤薫委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ご丁寧にご答弁いた

だきまして、ありがとうございます。３回

目は要望とさせていただきたいと思って

おりますけども、溝口課長がおっしゃって

いただいたように、ぜひ公正な選考をお願

いしたいなと、これは言うまでもないんで

すけれども、改めてこの場でお願いしたい

と思います。 

 それと、選考にはどうも保護者の方は入

られないようでありますけれども、それぞ

れ小学校では、例えば給食の試食会を開い

て、保護者の方が一定学校給食についてい

ろいろと評価しているようなこともある

のかなというように思います。ぜひそうい

ったところの、ある意味保護者の声という

ことで参考にしていただきながら、しっか

りとどの業者にするのかということにつ

いてプロポーザルで選考していただきた

いと思います。要望として申し上げて終わ

りたいと思います。 

○安藤薫委員長 続いて、質疑のある方。 

 南野委員。 

○南野直司委員 小学校の給食調理業務

等委託事業ということで、債務負担行為が

諮られましたけども、この際お聞かせいた

だきたいんですけども、先ほどから出てお

ります民間委託された小学校ですね、鳥飼

西、それから鳥飼北、味舌小学校、そして

摂津小学校の４校かと思うんですけども、

この際聞きたいんですけども、民間委託さ

れた中で問題点等々ないか、もしあれば聞

かせていただきたいと思います。 

○安藤薫委員長 溝口総務課長。 

○溝口総務課長 現在、小学校４校におい

て民間委託を実施させていただいており

ますけれども、毎年民間業者の業務の中身

を検査する委託検証会議というものを実

施させていただいております。その中で、

先ほど申しました審査委員会のメンバー

や、あと保護者の代表の方、例えばＰＴＡ

の会長の方にも入っていただき、いろいろ

ご意見をいただいておりまして、小さな部

分でこのようなところを改善してほしい

というような声も当然上がるんですけれ

ども、それ以上に今まで直営でやってたと

きと同じような、またそれ以上にサービス

の質を維持向上させながら実施させてい

ただいており、特に混乱等も生じておりま

せんので、問題点について、ないものと考

えております。 

○安藤薫委員長 南野委員。 

○南野直司委員 サービスの質の維持、ま

た更に向上を目指して取り組んでいただ

いてるというご答弁をいただきました。第

５次行政改革の中にも、今後の退職等によ

って減員数を見極めながら小学校の給食

業務、民間委託も拡大を考えていきますと

いうことで書かれておるんですけども、そ

ういうビジョンがありましたらお答えい
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ただきたいと思います。 

○安藤薫委員長 溝口総務課長。 

○溝口総務課長 今回、先般の総務常任委

員協議会で、第５次行革のロードマップ等

につきましてもご提示させていただいた

ところでございます。その中で、給食業務

委託につきまして、第４次から引き続いて

上げさせていただいておりまして、こちら

につきましては、今後の退職者数であると

か、また職種替えについても、任用替試験

の動向等も見ながら検討してまいりたい

と考えております。実際に、今年度末に正

職員の給食調理員の方が１名退職されま

す。また、その後平成３０年度末には３名

の方が退職されるということで、その辺の

状況も見極めながら、今後の委託について

検討してまいりたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

○安藤薫委員長 南野委員。 

○南野直司委員 わかりました。直営にし

ても委託にしても、児童また保護者、そし

て先生等々の意見も反映しながら給食業

務を進めていっていただきたいと思いま

す。 

○安藤薫委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１４分 休憩） 

（午前１０時１５分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 続いて議案第５８号の審査を行います。 

本件については補足説明を求めます。 

 前馬次世代育成部長。 

○前馬次世代育成部長 それでは議案第

５８号、財産の無償譲渡の件につきまして

補足説明をさせていただきます。 

 無償譲渡の相手方、社会福祉法人桃林会

は、摂津市立保育所民営化事業者選定委員

会の選考結果を尊重し、決定したものでご

ざいます。 

 譲渡する財産につきましては、鉄筋コン

クリート２階建て建物のほか、幼児用プー

ル、物置、園庭遊具などの附帯設備、加え

て机、椅子、キャビネットなどの備品でご

ざいます。 

 なお、摂津市立保育所民営化事業者選定

委員会につきましては、６月２日から８月

２８日までの期間、５回の開催、またその

１０名の委員によりまして２，０００点満

点で採点し、選定したものでございます。 

 以上、議案第５８号、財産の無償譲渡の

件の補足説明とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それではお聞かせい

ただきたいと思いますけれども、協議会を

されまして、移行する法人がその後決まり

まして、議案が上程される流れになってい

るわけなんですけれども、その協議会の際

にも私から少し申し上げさせていただき

ましたのは、タイムスケジュール的に法人

側からすると、応募というか応札するまで

の、若干時間的な余裕がないんじゃないか

というようなことを申し上げさせていた

だいたと思っております。結果的には２法

人、手を挙げられた２法人という数につい

ては、どのように今教育委員会として感じ

ておられるのか、少しそのあたりについて

お聞かせいただきたいと思っております。 

 それから、この２つの法人に関して申し

上げますと、それぞれ配点は選定の基準に

ついて、結果もこうやって示していただい

ておりまして、この桃林会になったという
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ことについては妥当な判断なのかなとい

うふうに、思っております。 

 少しここでお聞かせいただきたいのは、

仮にこれが当初教育委員会として考えて

いた合格点のものがあって、もしこれより

も下回るような結果になっていたならば、

これは再度やはり応募のかけ直しになっ

たのかということについては、タイムスケ

ジュールの設定ということについても関

係してくることなのかなと思っておりま

すので、今となっては教育委員会としてど

のようにお感じなのか、少しお聞かせいた

だきたいと思います。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 小林次世代育成部参事。 

○小林次世代育成部参事 嶋野委員のご

質問にご答弁させていただきます。 

 前回の協議会の折にも、タイムスケジュ

ール的に応募される法人さんの準備とい

うか、特に資料作成も含めて日程的にきつ

いのではないかといったご指摘もござい

ました。私どものほうも、選定委員会の日

程の都合であったり、速やかに保育事業者

を決定して来年の４月に向けた準備も進

めたいといったこともありまして、こうい

ったスケジュールとなりました。結果、市

内に加え、市外は三島地域の社会福祉法人

で１０年以上保育所を運営されている方

といった形で幅を広げましたけれど、結果

市内の社会福祉法人さんと学校法人さん

の２法人となりました。従来の社会福祉法

人の枠に加えて、学校法人さん、ＮＰＯ法

人さんにも枠を広げて、応募の手を挙げて

いただく機会を設けたことについては、一

定効果はあったのかなと考えております。

結果的に２法人というのは、少ない結果に

はなりましたけれども、さまざま観点で各

種法人さんがご検討いただいた結果だと

思いますので、その２法人について適正に

審査をしたということでございます。 

 当初考えていた基準点をクリアしなか

った場合のタイムスケジュールとの関係

でございますけれども、来年４月からの法

人を募集するに当たって、保育の質という

のはやはり大切な観点でございますので、

選定委員会の中でもございましたが、選定

基準において、それぞれが基準点というの

を持ちながら、それ以上であれば加点する、

少なければ減点するといった観点で審査

をしていただきました。最終的に私どもが

当初考えておりました基準点より大きく

上回る２法人でございました。仮に基準点

を下回っているような法人であれば、やは

りこれは一定再度募集をするといったこ

とになったのかと思いますけれども、結果

的に市内の社会福祉法人さん等の実績、ま

た考え方がすばらしいものがございまし

たので、基準点を大きく上回る競争となっ

たものでございます。 

○安藤薫委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今回、結果として桃林

会さんに移行するということになったわ

けでございまして、市内でも実績を積んで

おられますし、そういう意味で言うと適切

に今回のこの移行は進んでいくのではな

いかなということについては、予想もされ

るわけです。ただ、残念なのはやはり２つ

の法人しか応募がなかったというところ

だと思うんですね。これがやっぱり多くの

法人に応募していただいて、その中で保護

者も交えた、また専門的な視点からもしっ

かりと公正に選考して、その結果、どこの

法人に移行するのか決まったという、そう

いった過程を踏むことが、やはりある意味

透明性といいますか、ずっとつながってい

くのかなというように思っております。今
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回の選定された結果については、私は全く

異論はないわけなんですけれども、もし今

後、こういったことがあった場合には、ぜ

ひまたタイムスケジュールといったこと

についても少しお考えいただいて、誰もが

納得できるような結果が得られるような

ご努力をぜひお願いしたいということ、こ

れは要望として申し上げたいと思います。 

○安藤薫委員長 続いていかがですか。 

 南野委員。 

○南野直司委員 無償譲渡の件につきま

しては、事前に資料もいただきながら、建

物その他附帯設備及び備品を無償譲渡す

るという中身についてもお知らせいただ

いておりますので、分かりました。 

 この際聞いておきたいのは、やっぱり気

になりますのは、この平成２８年４月に民

間委託がされて、その後速やかに市と検討

されるのが建て替えの問題になってくる

のかなと思います。前も協議会を開いてい

ただいていろいろご説明いただいたと思

うんですけども、仮校舎を建てて、それか

ら建設という形、解体工事もあると思うん

です。その辺のスケジュール的なものとい

うのはどのように、今決定されてる部分で

いいと思うんですけども、教えていただき

たいと思います。 

○安藤薫委員長 小林次世代育成部参事。 

○小林次世代育成部参事 南野委員のご

質問にご答弁させていただきます。 

 平成２８年４月から正雀保育所を民営

化するわけでございますけれども、当初平

成２８年度につきましては、現園舎を利用

していただきまして、桃林会さんのほうで

運営、保育をしていただこうと考えており

ます。これは保護者会からのご要望にもあ

りますように、先生の変化、環境の変化と

いうのはできるだけ少なくしてもらいた

いといったこともありますし、私どものほ

うもそのほうが保育のスムーズな引き継

ぎができるのかなと考えておりますので、

平成２８年度については現園舎での保育、

その後平成２９年度以降に旧味舌小学校

跡地の中に仮園舎を建てさせていただき

まして、その後引っ越しが終わり次第、現

園舎を解体、撤去し、現地での新園舎建設

につなげていきたいと考えております。 

○安藤薫委員長 南野委員。 

○南野直司委員 もし、まだ急ぎませんけ

ども、スケジュールの資料的なものをいた

だければ、ありがたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 それと、もちろんその建設、解体工事

等々される中で、やっぱり地域の方への説

明会等々もまた実施されると思いますの

で、その辺もきっちりと説明しながらよろ

しくお願いしたいと思います。これからの

保育所、幼稚園も含めてですけども、やっ

ぱり地域の中の幼稚園、保育所でなかった

らあかんのかなというふうに思います。地

域の子育て支援の中に、園庭開放、それか

ら子育て相談、親子体験教室等々、つどい

の広場ですかね、そういった地域ぐるみの

取り組みが、今後更に展開されていくのか

なと思いますので、地域の方とともに運営

していくような、そういった形の保育所を

望んでおりますので、どうかよろしくお願

いをいたします。 

 以上です。要望としておきます。 

○安藤薫委員長 東委員。 

○東久美子委員 今後のスケジュール、今

南野委員がお尋ねになりましたので、大枠

は分かったんですけれども、具体的に仮園

舎とそれから新築の園舎ですね、負担割合

っていうんですか、建て替えとかのその辺

のことについては、どのようになっている
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のでしょうか。 

○安藤薫委員長 小林次世代育成部参事。 

○小林次世代育成部参事 仮園舎の建設、

新園舎の建設については、法人さんのほう

と詳細にわたり詰めていきながら進めて

まいりたいと考えております。おっしゃっ

ておられます負担割合というのは、財政的

な負担の割合のことだと思いますけれど

も、基本的に園舎については民間保育園さ

ん、今回であれば桃林会さんの負担で建設

していただくことになりますけれども、補

助制度がございます。４分の３を市で補助

させていただきます。これは補助基準額の

４分の３の補助となりますので、補助基準

額の４分の１は法人さんの負担となりま

す。その補助基準額以上の経費については、

法人さんの負担となるものでございます。 

○安藤薫委員長 東委員。 

○東久美子委員 今お答えいただいた４

分の３というのは、仮の園舎と新築の園舎

の両方の割合ですか。 

○安藤薫委員長 小林参事。 

○小林次世代育成部参事 仮園舎の経費

も含めての算出方法でございます。 

○安藤薫委員長 東委員。 

○東久美子委員 私は基本的にこの無償

譲渡の件についてなんですけれども、これ

よりもやはり今も補助金とかお尋ねした

んですけども、こだわってる部分は、せっ

かく広域に広げて業者選定されようとし

ていたのに、やはりもう皆さんおっしゃっ

てるから繰り返しになるんですけど、期間

が短過ぎる。選定基準には、資金計画及び

経理状況等も入っていますよね。というよ

うなところも含めると、簡単に応募できる

ことでもないし、丁寧なそれぞれの中で検

討を重ねて手を挙げておられる、手を挙げ

なければいけないことと思いますので、も

う本当にこの１点、スタートする段階でつ

まずきがないようにお願いしたい。やはり

期間が短いということ、そのことを、今後

繰り返さないでほしいということの１点

です。 

 あとは、保育所の内容については、これ

から見守っていかなければいけないと思

うんですけれども、桃林会さんがどうのこ

うのということではなく、いろんな運営さ

れる状態であれば、市が基準とか、それぞ

れ指導されると思うんですが、保護者の選

択というんですか、大概保育所っていうの

は近いところとかその辺で選ばれるとか

いうことが多いのかなと思うんですけれ

ども、いろいろと個性が出たらいいかなと

思うので、そういう意味でも重ねてやはり

スケジュールとかその辺は丁寧にしてい

ただきたかったなと思います。 

 今後、もう場所的にはＡで決定で思って

いてよろしいんですね。場所です、この場

所は。もうＡでよろしいんですね。 

○安藤薫委員長 小林参事。 

○小林次世代育成部参事 Ａ案とおっし

ゃいますのは、味舌小学校跡地活用のＡ案、

Ｂ案、Ｃ案の中のＡ案で、総務常任委員協

議会でも、私ども文教常任委員協議会の中

でもお話しさせていただきましたけれど

も、市としてはＡ案を進めていくというこ

とになっておりますので、保育所用地につ

きましてもＡ案の地図にあります現地で

の建て替えを基本として考えております。 

○安藤薫委員長 東委員。 

○東久美子委員 今後、またいろいろ課題

が出てくるかなと思いますので、見守りた

いと思います。よろしくお願いします。 

○安藤薫委員長 大澤委員。 

○大澤千恵子委員 選定基準の選定結果

に関しましては、もう選定委員会のほうで
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決定されたということでございますので、

１点だけ確認なんですけども、この選定基

準の中で、私は、一番子どもたちにとって

重要なのは、やはり環境の変化と先生の変

化、この部分が一番これから運営に当たっ

ては一番気をつけないといけないという

ところだと思います。桃林会さん、この間

にかなり保育所の建て替え、それから南千

里丘の保育所、やってこられました。前回

の説明の中では、保育士の先生方が、今い

る公立の先生方が移行できるように配慮

するというようなご答弁をいただいてた

んですけど、そのあたりの先生の移行がス

ムーズに本当に行われるのかっていうこ

と。 

 それから、その先生が移行できなかった

ときに、この桃林会さんが今保育士が非常

に少なくなって、足りなくなっている中で、

保育士の確保が本当にできるのかってい

うところだけ、ご答弁いただきたいと思い

ます。 

○安藤薫委員長 小林次世代育成部参事。 

○小林次世代育成部参事 大澤委員のご

質問にご答弁させていただきます。 

 おっしゃってますように、民営化に伴い

まして環境の変化、とりわけ保育士の先生

の顔が変わるという部分については、大切

な視点だと思います。大事に、大切にして

いかなあかんと考えております。 

 先生の移行でございますけれども、正職

員につきましては正雀保育所からほかの

保育所なり、事務局への配置替えとなりま

すけれども、非常勤職員また臨時職員さん

等の職員さんにつきましては、任期が満了

される方については、ご本人の意向もござ

いますけれども、引き続き正雀保育所で勤

務を希望される場合は桃林会さんとのお

話し合いの中で、桃林会さんに雇用をして

いただければ、子どもたちにとっても保護

者にとってもスムーズな移行につながる

のではないかと考えております。あくまで

も、ご本人の意向によるところでございま

す。できるだけ、保育士の確保が困難な状

況でもございますので、雇用につきまして

は、任期が切れる方については最終の切れ

る年度、ほぼ３月末が多いんですけれども、

決まっておりますので、早いうちからご本

人の意向等も確認させていただいて、その

結果をもとに桃林会さんのほうにもお話

をさせていただきながら、スムーズに引き

継げるように話を進めていきたいと考え

ております。 

○安藤薫委員長 大澤委員。 

○大澤千恵子委員 希望すればというこ

とですので、この辺りでは今いる先生方が

スムーズに移行できるだけの条件が提示

されるのかどうかっていうところは、非常

に重要なところだというふうに思ってお

りますし、保育士が不足している中で、確

保ができないっていう状況になれば、保育

士自体が少ない中で基準が決まっている

にもかかわらず、大変子どもたちを見るの

が手薄になったりとか、そういった状況が

ないようにだけ、やはり民間委託したけれ

ども、それで渡してしまったというのでは

なくて、やっぱり市もしっかりとそれは見

届けていかなければならないというふう

に思っておりますので、それだけ要望をさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 ほかに、よろしいですか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 
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（午前１０時３６分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 討論なしと認め、採決を

いたします。 

 議案第５４号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第５８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時３７分 閉会） 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 
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文教常任委員  大 澤 千恵子 


